
1977年以前出上の木簡 ④

一
九

七

七

年

以

前

出

上

の

木

簡

⌒四
）

奈
良
・
平
城
宮
跡

（第
二
一
一次
南
）

１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
市
佐
紀
町

・
北
新
町

。
法
華
寺
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
六
四
年
（昭
３９
）
〓

一月
ぞ

一
九
六
五
年
（昭
４０
×
二
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
枢
本
亀
治
郎

５
　
連退
跡
の
種
類
　
官
殿

・
官
衝
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
―
平
安
時
代
初
期

７
　
注退
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

平
城
宮
跡
第
二
二
次
南
の
調
査
は
、
平
城
宮
東
張
り
出
し
部
と
称
す
る
地
域

の
西
辺
部
分
に
当
る
。
当
初
こ
の
地
域
は
、
宮
域
東
面
大
垣
の
中
門
の
外
側
で
、

東

一
坊
大
路
と

一
条
南
大
路
と
が
交
わ
る
点
と
考
え
て
い
た
が
、
第
三
九

・
四

四
次
調
査
で
東
張
り
出
し
部
分
の
存
在
及
び
そ
の
南
限
と
東
限
を
確
認
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
区
が
平
城
宮
内
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
第
二
二

次
南
調
査
で
の
木
簡
出
上
の
総
点
数
は
五

一
八
点
で
あ
る
。
ま
た
、
木
簡
の
出

上
を
み
た
遺
構
は
六
〇
個
所
を
こ
え
て
お
り
、
発
掘
区
域
の
ほ
ば
全
域
か
ら
木

簡
が
出
土
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
遺
構
の
種
類
も
、
溝
、
井

戸
、
土
羨
、
整
地
層
、
掘
立
柱
穴
等
多
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
出
土
遺
構

の
う
ち
、
木
簡
が
顕
著
に
出
土
し
た
遺
構
は
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
〓
四

一
〇
、
斜
行
溝

Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
及
び
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三

一
五
五
、
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
三
三
二
二
の

柱
穴
等
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
Ｓ
Ｄ
三
四

一
〇
か
ら
六
五
点
、
Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
及

び
三

一
五
五
か
ら
四

一
点
、
Ｓ
Ｂ
三
三
二
二
の
柱
穴
か
ら
三
〇
点
、
木
筒
が
出

上
し
て
い
る
。

第
二
二
次
南
調
査
の
発
掘
で
発
見
さ
れ
た
主
要
遺
構
と
、
こ
れ
ら
の
木
筒
出

土
遺
構
の
関
係
は
、
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
、
同
発
掘
調
査
区
域
内
は
南

北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
二
六
及
び
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
九
七
に
よ
っ
て
、
東
西
に
は
ば
三

分
割
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
以
西
で
は
、
塀
Ｓ
Ａ
三
二
三
七
及
び
南
北
溝
Ｓ

Ｄ
三
四

一
〇
が
あ

っ
て
、
平
城
官
の
東
張
り
出
し
部
分
と
官
の
本
体
と
の
一
応

の
区
画
を
な
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
と
Ｓ
Ｄ
三
二
九
七
と
で
か
こ
ま
れ
た

部
分
で
は
、東
西
棟
Ｓ
Ｂ
三
三
二
二
と
同
じ
く
東
西
棟
Ｓ
Ｂ
三
二
八
八
が
あ
り
、

そ
の
南
方
に
丼
戸
Ｓ
Ｅ
三
二
三
〇
が
あ
る
。
Ｓ
Ｅ
三
二
三
〇
は
木
材
を
井
桁
に



く
み
あ
げ
た
も
の
で
、
そ
の
周
囲
は
石
敷
と
な
り
、
さ
ら
に
玉
石
組
の
小
溝
が

井
戸
の
ま
わ
り
を
と
り
か
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
二
棟
の
掘
立
柱
建
物
と
井
戸
は

一
つ
の
官
衝
組
織
の
ブ
ロ
ツ
ク
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
北
を
塀
Ｓ

Ａ
三
三
六
二
で
、
西
を
塀
Ｓ
Ａ
三
二
三
七
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
Ｓ
Ｄ

三
二
九
七
よ
り
以
東
の
部
分
は
、
さ
ら
に
北
半
部
分
と
南
半
部
分
と
に
細
分
さ

れ
、
北
半
部
分
は
斜
行
溝
Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
及
び
そ
れ
に
南
接
し
て
南

へ
流
下
す

る
溝
Ｓ
Ｄ
三

一
五
五
が
あ
り
、
そ
の
北
方
に
塀
Ｓ
Ａ
三

一
七
七
、
三

一
七
八
が

存
在
す
る
。
南
半
部
分
は
東
西
棟
Ｓ
Ｂ
三
〇
七
九
、
南
北
棟

（円
）
Ｓ
Ｂ
三

一

一
六
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
北
半
部
分
の
遺
構
が
中
央
の
Ｓ
Ｂ
三
三
二

二
を
中
心
と
す
る
建
物
群
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
に
射
し
て
、
南

半
部
分
は
、
中
央
部
分
か
ら

一
応
独
立
し
た
区
画
を
な
し
、
発
掘
区
の
東
南
方

に
ひ
ろ
が
る
と
予
想
さ
れ
る
宮
内
の
ブ

ロ
ッ
ク
の
一
部
分
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
第
二
二
次
南
の
発
掘
調
査
区
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
三
つ
の
ブ
ロ
ッ

ク
に
し
た
が

っ
て
、
木
簡
の
主
要
な
出
土
遺
構
に
関
し
そ
の
概
要
を
記
す
こ
と

と
す
る
。

ω
西
ブ

ロ
ッ
ク

（
Ｓ
Ｄ
一≡
〓
一一ハ
以
西
）

Ｓ
Ｄ
三
四
一
０
　
最
初
素
掘
り
で
あ

っ
た
が
、　
の
ち
西
壁
は
玉
石
積
あ

る

い

は
杭
列
で
護
岸
し
て
い
る
。
幅
三
ｍ
、
深
さ

一
・
五
ｍ
で
あ
る
。
第
二
九
次
及

び
第
三
二
次
調
査
で
そ
の
南
廷
長
部
と
南
端
部
を
検
出
し
て
お
り
、
平
城
官
南

辺
ま
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
木
簡
は
溝
内
の
三
層
に
わ

た
る
堆
積
層
の
う
ち
、
最
下
層
か
ら
六
五
点
出
上
し
て
い
る
。
中
に
は
木
筒
番

号
二
五
五
一
の
よ
う
に
郷
里
制
記
載
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。

ｓ
⊇
】面

一
四
　
Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
に
流
れ
こ
む
東
西
溝
で
木
簡

一
点
が
出
土

し
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
三
壬
三

　^
素
掘
り
の
溝
で
、　
二
回
の
改
修
を
う
け
、　
三
時
期
に
区
別

さ
れ
る
。
最
も
古
い
溝
は
幅
二
ｍ
の
も
の
で
あ
る
。
次
に
古
い
溝
は
幅
二
ｍ
で

・　
　
　
∝

第22次南調査区の木簡出土遺構配置図



1977年以前出上の木簡 ⑭

両
岸
に
杭
を
う
っ
て
い
る
。
も

っ
と
も
新
し
い
溝
は
幅

一
・
二
ｍ
と
小
さ
く
な

っ
て
い
る
。
木
簡
は
各
溝
か
ら
計
三
三
点
出
上
し
て
い
る
。

ｓ
Ａ
一一三
三
七
　
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
の
西
方
に
あ
る
南
北
塀
で
、　
木
簡
は
南

か

ら
二
番
目
の
柱
穴
か
ら
五
二
点
出
土
し
た
が
、
削
り
屑
が
大
部
分
で
あ
る
。

②
中
央
ブ

ロ
ッ
ク

Ｓ
⊇
一三
九
七
　
中
央
ブ
ロ
ッ
ク
の
東
辺
に
あ

っ
て
南
北
に
流
れ
る
溝

で
あ

る
。
二
時
期
あ

っ
て
い
新
し
い
溝
は
幅

一
・
二
ｍ
、
深
さ
二
〇

ｃｍ
で
部
分
的
に

側
壁
に
玉
石
積
が
の
こ
っ
て
い
る
。
古
い
溝
は
新
し
い
溝
よ
り
や
や
幅
が
ひ
ろ

く
、
西
壁
が
新
し
い
溝
よ
り
西
方

へ
浅
く
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
。
木
衝
は
新
古
両

溝
か
ら
三
三
点
出
土
し
た
。
ま
た
新
し
い
溝
か
ら
神
功
開
宝

一
点
が
出
土
し
て

い
る
。

ｓ
Ｂ
≡
吾
〓
一　
こ
の
地
域
の
北
寄
り
で
検
出
し
た
七
間
×
五
間

の
東
西
棟

建
物
で
四
面
廂
と
北
側
に
孫
廂
が
つ
い
て
い
る
。
木
簡
は
東
妻
の
南
か
ら
二
番

目
の
掘
形
の
埋
上
の
最
上
層
に
た
ま
っ
た
砂
層
か
ら
四
五
点
出
上
し
て
い
る
。

ｓ
Ａ
墓
量
全
一　
Ｓ
Ｂ
三
三
二
二
の
北
方
三
ｍ
に
検
出
し
た
東
西
塀

で
、　
木

簡
は
東
か
ら
第
二
、
三
、
四
番
目
の
柱
掘
形
内
か
ら

一
四
点
出
上
し
た
。

ｓ
里
一三
二
〇
　
こ
の
地
域
の
南
部
中
央
に
検
出
し
た

一
辺
三
ｍ
の
方

形

の

井
戸
で
あ
る
。
井
戸
粋
は
井
籠
組
と
な
っ
て
お
り
、
最
下
段
の
も
の
の
み
の
こ

っ
て
い
た
。
木
簡
は
井
戸
の
掘
形
か
ら

一
点
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
井
戸
の
周

辺
に
は
Ｓ
Ｄ
三
二
二
九
、
三
二
〇
六
、
三

一
九
四
、
三
二
一
九
な
ど
の
溝
が
め

ぐ

っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
溝
か
ら
も
木
簡
が
計
五
点
出
上
し
て
い
る
「

Ｓ
Ｉ
一一二
〓
一
井
戸
Ｓ
Ｅ
一≡

〓
一〇
の
東
方
七
ｍ
の
と
こ
ろ
で
検
出

さ
れ

た
上
羨
で
あ
る
。　
一
辺

一
。
一
ｍ
、
深
さ
四
〇

銀
の
方
形
の
上
羨
で
、
木
簡
は

八
点
出
上
し
、
そ
の
う
ち
和
釦
二
年
銘
の
も
の
と
神
護
景
雲
三
年
銘
の
も
の
と

が
あ
る
。

Ｓ
Ｋ
一一一三
六
五
　
Ｓ
Ｄ
三
二
七
〇
と
Ｓ
Ｄ
三

一
九
四
の
接
続
点
付
近

で
検
出

さ
れ
た
土
羨
で
、
天
平
勝
宝
七
歳
の
年
紀
の
あ
る
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。

Ｓ
杢
一三
〇
五
　
Ｓ
Ｄ
三
二

一
九
の
東
方

一
ｍ
に
あ
る
南
北
塀
で
、
北

端

の

柱
掘
形
か
ら
木
簡

一
点
が
出
土
し
て
い
る
。
同
木
簡
は
天
平
勝
宝
八
歳
の
年
紀

を
も
っ
て
い
る
。

⑤
東
ブ

ロ
ッ
ク

（
Ｓ
Ｄ
三
二
九
七
以
東
）

Ｓ
⊇
一〓
五
四
・
五
五
　
Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
は
、
こ
の
地
域
の
東
北
隅
か
ら
中
央

へ
斜
行
す
る
素
掘
り
溝
で
あ
り
、
Ｓ
Ｄ
三

一
五
五
は
北
端
で
Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
の

西
側
に
と
り
つ
き
南
方

へ
流
下
す
る
素
掘
り
溝
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
は
幅

二

。
Ｏ
ｍ
、
深
さ
四
〇

伽
、
Ｓ
Ｄ
三

一
五
五
は
幅

一
。
二
ｍ
、
深
さ
二
〇

針
で

あ
る
。
木
簡
は
Ｓ
Ｄ
三

一
五
五
か
ら
八
点
、
Ｓ
Ｄ
三

一
五
四
か
ら
は
四
〇
点
出

土
し
て
い
る
。

Ｓ
Ａ
一一〓
七
七
・
七
八
　
い
ず
れ
も
Ｓ
Ｄ
三

一
八
〇
の
南
岸
に
あ
る
東
西
塀
で
、

両
塀
の
柱
穴
は
ほ
と
ん
ど

一
線
に
な
ら
ん
で
い
る
。
木
簡
は
Ｓ
Ａ
三

一
七
七
の

西
端
柱
掘
形
か
ら

一
点
、
Ｓ
Ａ
三

一
七
八
の
東
か
ら
二
、
三
、
四
番
目
の
柱
掘

形
埋
土
か
ら
四
点
出
上
し
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
三

一
七
八
か
ら
は
縫
殿
に
関
す
る
文

書
木
簡
二
点
が
出
土
し
て
い
る
。



Ｓ
Ｄ
三
〓
量
〈
　
Ｓ
Ｄ
三

一
五
五
の
東
に
そ
っ
て
南

へ
流
れ
る
素
掘
り

の
溝

で
あ
る
。
木
簡
は
一
二
点
出
上
し
、
一若
狭
国
三
方
郡
か
ら
の
貢
進
物
荷
札
四
点

が
み
つ
か
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
三
一
〓
一　
Ｓ
Ｂ
一一三

一
六
の
基
壇
の
東
に
あ
る
素
掘
り
の
南
北
溝

で

全
長
二
〇
ｍ
を
検
出
し
た
。
Ｓ
Ｂ
三

一
一
六
に
と
も
な
う
溝
と
思
わ
れ
、
幅

一

・
七
ｍ
、
深
さ
三
〇

飩
で
、
木
簡
は
天
平
勝
宝
八
歳

一
一
月
九
日
の
日
附
を
も

つ
も
の
が

一
点
み
つ
か
っ
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

第
二
二
次
南
地
区
で
の
出
土
木
簡
の
内
容
上
の
特
色
は
、
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
ま
ず
縫
殿

。
酒
殿

。
大
蔵
省
掌
な
ど
の
記
載
の
あ
る
も
の
が
注
目
さ
れ
、

と
く
に
縫
殿
に
関
す
る
も
の
は
点
数
も
多
く
、
そ
れ
と
関
連
し
そ
う
な
女
需
や

衣
服
に
関
す
る
も
の
も
出
土
し
て
い
て
、
こ
の
地
域
の
性
格
を
考
え
る
上
で
注

目
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
調
査
地
区
で
の
木
簡
の
出
上
状
況
に
つ
い
て
注
目
さ
れ

る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
木
簡
出
土
の
遺
構
が
六

一
個
所
に
も
の
ぼ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
溝
、
土
羨
、
井
戸
、
建
物
の
柱
穴
、
整
地
上
な
ど
の
各
種

遺
構
か
ら
木
簡
が
出
上
し
、
木
簡
が
そ
の
時
々
に
任
意
に
破
棄
さ
れ
埋
め
ら
れ

た
状
況
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
濤

②

　

「
＜
官
津
郷
烏
賊
二
斤
太
」
　

　

　

ドヽ
マ
μ望
∞

①

　

「
御
殿
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、Φ
通
聟
∞

〔祢
と

④
　
　
×
正
七
位
上
大
伴
宿
□
×

Ｓ
Ｄ
一壬

一一三
＾
藩

⑪
　
。
「
若
狭
国
遠
敷
郡
佐
分
里
三
宅
大
人
」

。「天
平〔醐
記
二年
□
□
　
　
　
　
」
Ｐヽ
ω
×
（μΦ）
×
伽

①

。
×
□
回
〔酬
記
水
里
戸
主
紀
臣
□
□
□
□
歳
調
塩
三
斗
」

〔一ハ
ヵ
〕

長

回
□
年
□
丹

②
　
。
「
縫
殿
食
口
　
□
　
　
□

。
「
　
　
　
　
日
日
回
事

□
□
□
□
　
□
□
□
　
十

畠
∞
　
二
五
五
六
号

儲
］

一
一五
六
四
号

３
牌　
二
五
七
〇
号

□
□
合
六
十
五
人

静
坪
肇
浄
静
］〕

解
ヽ
×
合
）
×
『

寓
解　
二
五
九
八
号
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